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資料３ 輸送の安全に関する事業改善命令に対する主な改善報告

平成２５年度の事業改善命令を行ったもので、平成２６年度に改善報告があったもの

担当局 発出先 発出者 報告 主な改善報告内容

鉄道局 国土交通 北海道旅 H26. 3.31 事業改善命令に対する取り組みの要点

大臣 客鉄道株 １．記録を重視するルールの策定及びその徹底

式会社 (1) 軌道部門の取り組み

代表取締 線路検査規程、線路検査マニュアル等において、明確化されていな

役社長 い事項のルール化を行った。

① 検査の実施責任者を明確化するとともに、記録項目、記録手段、記

録の管理者、保管期間等を明確化した。

② 補修後の仕上がり検測の方法を明確化した。

③ 補修後の仕上がり検測結果の記録について明確化した。

④ 軌道部材の検査等について、検査方法や項目を見直すとともに、補

修基準などが曖昧なものを明確化した。

⑤ 木マクラギの管理方法について統一（一本管理化）するとともに、

不良状態の判定基準、交換基準を明確化した。

⑥ 分岐器軌道変位検査やその他軌道部材検査等の記録簿（野帳）の様

式を統一した。

これらの取り組み内容を次のように周知徹底した。

① 保線関係現場長会議を３回開催し、保線業務の適正化に向けた具体

的な取り組みと定着方法について議論し、今後の取り組みについて意

思統一を図り、前述の関係規程等を改正することとした。

② 保線技術管理者講習会、保線技術者講習会を延べ３１回開催し、全

ての軌道部門の社員に対し、鉄道運営に対する基本姿勢、保線技術者

の心構えの教育に加え、検査から修繕までを適正に作業することの重

要性、軌道変位・分岐器・マクラギ等の各種検査についての指導を行

い再徹底した。なお、これらの講習会については、社員に定着するま

で毎年継続して実施する。

③ この講習会の内容を平成２６年度以降の新入社員研修や若手・中堅

社員向け研修等の研修カリキュラムに含め指導を徹底することとした。

検査担当者と補修担当者との間の連携を確実に行う体制とするため、

両者及び管理者等がそれぞれの作業終了後に確認することとした。

なお、軌道部門の現場において、検査担当者と補修担当者との間の連

携が取られていなかったことから、検査担当者と補修担当者との間の連

携を確実に行う体制とするために、その両者及び管理者等がそれぞれの

作業終了後に確認することとした。

また、本社工務部内に業務支援室を設置。同室社員は、軌道部門の８

現場に出向き、軌道変位検査が適切に実施されていることの確認と、必

要な指導を行った。今後も軌道部門の全現場を対象に、業務実施状況の

監査とフォローアップを継続して実施する。

(2) 車両部門の取り組み

明確化されていない事項のルール化を行った。

① 請負業者の選定基準を明確化した。

② 車両回送時の確認項目を明確化した。

これらの取り組み内容を次のように周知徹底した。

① 請負契約業務担当者、検査員、監督者に対し，検査記録等の記載事

項を確実に確認して、検査記録の保管場所を決めて管理するよう再徹

底した。

② 車両故障防止検討会を３回、検修関係会議を１回開催し、現場管理

者等とともに、新たに制定したルール及び記録の重要性を再確認。こ

れらを踏まえ、現場社員等に再徹底した。

③ 記録の重要性等に係る研修科目の設置等、ルール及び記録の重要性

を継続的に教育することとし、現場・本社が業務実施に係る問題の把
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握を継続的に実施し、必要な規程等の制定・改正をすることとした。

なお、外注業務において、受託者の選定基準が定められていない等、

車両関係工事等請負事務取扱手続（規程）等に基づいた取扱いがされて

いなかったことから、同規程等に基づく手続きの実施、検査記録関係設

備の改修、外注先に対するルール及び記録の重要性の徹底等の改善措置

を講じ、また、その状況を品質管理立入審査会等で随時確認することと

した。

(3) 土木部門の取り組み

規程等の明確化については、新たにルール化の必要なものは認めら

れなかった。

検査記録の重要性については、土木関係助役会議で再徹底した。

(4) 設備部門の取り組み

規程等の明確化については、新たにルール化の必要なものは認めら

れなかった。

検査記録の重要性については、建築保全会議等で再徹底した。

(5) 電気部門の取り組み

規程等については、新たにルール化の必要なものは認められなかっ

たが、検査管理についての方法を具体化したフロー図等を新たに作成

し、電気関係設備保全マニュアル（通達）に追記した。

今回の改正趣旨、内容及び記録の重要性について、電気関係の現場

管理者、担当社員に対して、本社電気部による周知、再徹底を実施し

た。

(6) 運転部門の取り組み

検証する対象はなかった。

(7) 今後の取り組み

軌道部門のほか、各部門において、全現場を対象に業務実施状況の

監査とそのフォローアップを継続して実施する。

規程等については、今回ルール化を行ったが、体系が複雑になって

いる面もあることから、現場の声を聞きながら、より使いやすいもの

となるよう、さらに改善を図っていく。

２．改ざんが行われた場合における厳しい処分環境の整備

「鉄道の安全運行に必要な数値又はデータを不正に変更する行為を行

った場合」が懲戒の基準となることと、懲戒の基準に該当するすべての

行為のうち、「故意に鉄道の安全運行を阻害する行為を行った場合は、厳

しく懲戒する」ことを明確にするために、就業規則を改正し、全社員に

対して周知した。

今後、個別に事象を見極めたうえで、悪質な改ざんについては、直ち

に、行政・司法当局に通報・告発等を行う。

ＡＴＳを損壊した社員について、改ざんという行為ではないが、故意

に鉄道の安全運行を阻害した行為として、器物損壊罪で告訴した。

H26. 7.23 第一歩の改善

（１）改ざんの根絶

①社内におけるコンプライアンスの徹底

○会社幹部へのコンプライアンス教育の実施等

社外講師により勉強会等を実施し、コンプライアンス徹底の必要性

について認識を共有するため、以下の取り組みを実施する。

・役員・部長等勉強会

コンプライアンスに関する基礎知識の理解、他社事例及び自社事例

についての勉強会を実施する。

・危機管理広報勉強会

危機事象発生時における広報対応、今後の企業経営・信頼回復にあ

たっての危機管理等について勉強会を実施する。
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・コンプライアンスの実務に明るい社外の有識者・実務者を招いた経

営陣が聴講する講演会を実施する。

・トップマネジメント研修

危機状況下における、風土改革に向けたマネジメント等について他

社事例を踏まえて討議等を実施する。

○企業行動委員会での取組強化

・当社・グループ会社及び他社におけるコンプライアンス違反事象及

びコンプライアンス相談窓口への相談の内容等の情報を共有し取り

組みを強化する。

（参考）

○軌道変位検査データ改ざん等に関わる調査の実施

・全保線系統社員への聞き取り調査を実施する。

○コンプライアンス教育の見直し等

・社外専門家のコンサルティングを受け、コンプライアンス研修計画

を新たに策定する。

平成25年度から保線部門において先行して実施する。

・保線講演会

検査・修繕のルールを守ることの大切さやお客様に安全で快適な線

路を提供するという業務の基本や心構え。

・現場長・管理者研修

職場でのコンプライアンス徹底に必要な知識や意識の共有、職場内

講習で討議をするための進行要領。

・基礎講習Ⅰ

社長メッセージDVDの視聴、eラーニングによりコンプライアンス、

職業倫理の重要性を伝え、立ち止まって正しい判断ができる視点・

意識を習得。

・職場内講習会

保線講演会DVD視聴後、現場長・管理者が進行役となり鉄道事業者と

して大切にすべき職場の慣行等につき討議し、職業倫理観を共有。

平成26年度より上記教育を全社員を対象に実施する。

・系統別講演会

各分野の第一人者を外部から招へいし、特に各系統固有の基本ルー

ルの大切さ、心構え、職業倫理等について講演。

・現場長・管理者研修

職場でのコンプライアンス徹底に必要な知識や意識の共有、職場内

講習で討議をするための進行要領。

・基礎講習Ⅰ・Ⅱ

社長メッセージDVDの視聴、ATS損壊事象等の教育（新聞記事を活用）、

コンプライアンスに関するeラーニング、個人ワーク。

・職場内講習会

事例等を使い、職場で討議することにより、社員の気づきを促し、

安全を守ることの重大さ、重要性を認識させ、仕事、会社に対する

誇り、愛社精神、プライドを醸成する。そのことを通してコンプラ

イアンスの意識を浸透させる。

・実施結果のトレースを踏まえ、平成28年度からの計画を策定し、そ

の後も継続して実施する。

○コンプライアンスと社員の意識について

・保線業務の重要性を具体的事例等を以て社員に浸透させることによ

り、保線社員のコンプライアンスに関わる士気を自発的に高める取

組みを行う。

・保線業務が安全を担う重要な業務であることをご利用のお客様に理

解していただき、その結果として社員が仕事の誇り、責任感をより

認識できるように、過去・現在及び将来の保線業務の取組みについ

て、函館駅等にパネル展示を行う。



3-4

○社員教育体制の再構築のための取り組み

・保線技術者講習会

鉄道運営に対する基本姿勢の指導・教育を実施する。

・保線技術管理者講習会

軌道管理を担当する管理者を対象に「技術管理等の職責に関する指

導」を実施する。

・保線系統全社員を対象に検査業務の適正化に対する重要性と実施に

関する教育を実施する。

・軌道変位検査（手検測）における改ざん防止のための特別講習会を

実施する。

○グループ会社を対象としたコンプライアンス教育の実施

・ＪＲ北海道グループ社長会において、社外講師によるコンプライア

ンス勉強会を実施する。

・当社のコンプライアンス研修に準拠した内容で、グループ会社の全

社員を対象としたコンプライアンス研修を実施する。

・グループ会社の総務担当部長等を対象としたコンプライアンスセミ

ナーを実施する。

○コンプライアンス意識の浸透化等

・社内報にコンプライアンス啓発記事を継続して掲載する。

・イントラネット上にコンプライアンス専用ページ「コンプライアン

スの部屋」を開設し、最新のコンプライアンス情報を随時発信する。

・年間スケジュールに基づき、担当者が現業機関に出向き、直接社員

に対して講義する「コンプライアンス出前講座」を実施する。

・コンプライアンスの浸透度合いを図るためのアンケートを実施する。

○ＪＲ北海道グループコンプライアンス相談窓口の改善及び周知徹底

・内部、外部相談窓口の両方において、相談方式は顕名に加え匿名で

も受付を開始する。

・内部、外部相談窓口の周知徹底（ポスター掲示、社内報掲載、全社

員に電話番号を記載したシール配布）を実施する。

・ＪＲ北海道グループコンプライアンス相談窓口への通報内容を取締

役会に報告する。

②安全意識の徹底及び安全知識の向上に関する職員教育体制の再構築

○安全意識の浸透

鉄道輸送における安全確保の必要性、鉄道事業者の基本姿勢として

の安全性の向上に向けた不断の努力の重要性について、下記の事項

をはじめとして社員全員が認識するべく幹部があらゆる場で伝え、

具体的に行動するとともに、研修の場等で全社員に浸透させる。

ⅰ）経営陣は、「安全は天から降ってこない」ということを認識し、70

00人の社員とともに不退転の決意で取り組む。

ⅱ）経営トップは、定時運行よりも安全が優先との価値観を明確にし、

社内・社外に開示する。

ⅲ）北海道には私鉄がなく、道民はＪＲを利用するしか他に選択肢が

ないこと、並びに北海道の産業及び観光に影響を与えていること、

安全の取り組みについて道民からの理解が得られるように情報開示

が必要なことを認識する。

ⅳ）大前提として、「安全」はできる範囲でやるのではなく、最低基準

というものがあって、そこをまず絶対に維持する。

ⅴ）社長をはじめ経営幹部は、これまでの二十数年間の負の蓄積が噴

出したものと考え、短い視点で穴を塞ぐのではなく、経営そのもの

に問題があったとの認識を持ち、安全対策の確実な実施を図る。

ⅵ）社長をはじめ経営幹部は、ＪＲ他社が行っている安全対策にも関

心を持つ。

ⅶ）社長をはじめ経営幹部は、現場社員から遊離しないよう、現場を

巡回し、社員との意見交換を行う。

ⅷ）安全に鉄道を運行することを大前提に置き、安全にかかわる以外
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のことについて順番を明確にして当面手を引き、安全を第一に会社

再生の再スタートを図る。

○全社員を対象とした安全研修の実施

・平成25年度から3年計画で全社員に対して実施する。

・平成28年度から内容を見直し、全社員を対象とした研修を実施する。

○安全研修室の充実

・石勝線事故より後に発生した事故事例の追加。

・「安全」「安定」を区別し、「安全」を意識できるように展示内容の見

直しを図る。

・安全研修が一巡する平成28年3月を機会に他社を含めた事故事例の追

加、展示内容の見直しを実施する。

【工務部】

○保線社員に対する意識・技術教育の実施

・全保線社員を対象に「鉄道運営に対する基本姿勢の指導」を実施す

る。

・保安業務に精通したOB（日本鉄道施設協会）や本社幹部等による社

員教育を実施する。

○過去のトラブル等を参考とした安全性向上のための取組み

・"軌道部門も含めた事故事例集（工務部編：最悪の事態を想定した場

合に起こりうる事象を具体的に記載することで、安全に対する意識

を高め、安全に関わる規程やルールの重要性を理解させることを目

的）を作成する。

【事故事例集の内容】

JR他社事例も含めて約50件（内訳：保線30件、土木10件、建築・機

械10件程度）程度を掲載し、事故の概要だけでなく、①最悪の場合

にはどのような事態が考えられるか、②そのような事態を未然に防

ぐために定められている規程、ルールや指導事項にはどのようなも

のがあるかを具体的に明記する。"

【工務部】

○事故事例集を活用した社員教育

・"安全に関する知識を向上させるため、過去に生じた事故の事例集を

活用した社員勉強会を各所での月例会議等において実施する。

【勉強会の内容】

事故事例集の中から毎月１件程度をテーマとして取り上げ、事故の

内容やその背景から自箇所に置き換えた場合にはどのようなことが

考えられるかを討議する。"

・事故事例集は、平成26年9月までに作成し、各所での社員勉強会を平

成27年3月までに定着させる。

○安全に関する教育カリキュラムの追加

・平成26年度の階層別集合研修等において、検査の意義や検査結果に

基づいて施設の修繕を実施することの安全確保上の意義、安全に関

するルールについてのカリキュラムを追加し、教育を実施する。

【車両部】

○検修社員育成のライフサイクルに基づいた教育体制の再構築

・車両部として、現行の集合研修や現場のＯＪＴの実態把握および現

場の要望の聞き取りを行い、現場と一体となって「検修社員教育の

ライフサイクルに基づいた教育体制の再構築」を策定し、展開に向

け現場長・検修科長会議で周知する。

・「検修社員育成に向けたコンセプトの明確化」、「検修社員育成のライ

フサイクルの明確化」を行うことについて、技師会議を開催し、集

合研修科目の設定とカリキュラムの検討を行い、研修内容に反映す

る。

・新入社員教育と各種の階層別教育に「安全に関する法令やルールを



3-6

守ることの重要性」についての部課長による特別講義を設定する。

・安全確保の意義など安全意識の向上に向けた特別講義は、一般社員

には「非破壊検査科」、「車両保守管理システム科」から、新入社員

には「新入社員検修分科」研修より実施する。

○「教育要領」制定による教育体系の明確化

・制定する「教育要領」の中で、検修関係社員への教育体系（誰が、

いつ、何を教えるのか）を明確にして、12時間／年の教育時間を設

定して繰り返し安全に関する意識を醸成する。

○過去の重大事故・事象を風化させない取組み

・車両部においては、過去10年間の事故・故障から「絶対に再発させ

てはならない」重大事故・事象を抽出し、風化させない取り組みと

して再発防止の教育を平成26年8月から開始し、11月から実施状況、

問題点などの把握を行いトレースを実施する。

・11月から実施状況、問題点などの把握を行いトレースを実施する。

○現場における重大事故・事象を風化させない取組み

・現場においては、抽出した重大事故・事象の事例を参考に自箇所で

起こりうる事故事例について、制定する「教育要領」で定めた定期

的な教育の場で継続的に実施する。

【運輸部】

○重点取り組み

・"重点取り組みとして、まず、起こりうる事故・事象を「安全」と「安

定」に区分し、お客様の生命に結びつく「安全」を優先する（確実

にやりきる）ことを、運輸現場長会議、指導構内会議、サービス車

掌会議の場で、事例をあげつつ議論する。"

○「お客様の生命に関わる重大事故事例」の作成と活用

・"職種（指令、運転士、車掌）ごとに、「お客様の生命に関わる重大

事故事例」を抽出し、職場教育用の教材を作成する。

作成に当たっては、社員が実感を持って受け止められるよう、事故

を報道した新聞記事を購入して組み入れるなどの工夫を行う。

この教材を活用し、毎月１回の定例訓練で教育を行う。"

・運転士、車掌

重大事故事例の抽出

教材の作成

ＣＡＩ教材への展開（定例の指導訓練で教育）

・指令

重大事故事例を抽出し、毎月の訓練で教育

（平成26年度末に事例集として完成予定）

○保安装置（ATS)損壊事象再発防止の取り組み

・安全の根幹に関わる保安装置（ATS)の損壊事象について、運転士・

車掌を対象に指導訓練で定期的に指導（新聞記事を活用）し、再発

防止を図るとともに、運転保安要員としての位置付けを教育する。

【電気部】

○安全に関する教育カリキュラムの追加

・インシデント教育（追分駅錯誤信号事故等に関する対策）として実

施していた「電気関係社員安全講習会」（年1回（年度初）の実施）

に安全に関するカリキュラムを追加する。

（追加カリキュラム）

検査、修繕の安全確保上の意義について

法令、ルールについて

・重大労災である感電事故の発生を防止するため、上記講習会に感電

事故防止に関するカリキュラムを追加する。

（追加カリキュラム）

感電事故防止に関するルールについて
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感電事故を防止するために（ＤＶＤ）

○事故事例集を活用した社員教育

・「工務関係社員における教育及び訓練等実施要領」に基づき、各箇所

長が自箇所で実施している教育に、安全に関する知識を向上させる

ため事故事例集を活用した教育カリキュラムを追加する。

【駅業務部】

○過去の事故事例集の作成

・駅系統で起こりうる自社・他社の過去のトラブル等の事例を抽出し、

現場長会議等で議論する仕組みをつくる。

③記録を重視するルールの策定及びその徹底

【工務部】

○線路検査規程等における検査データの記録及び管理ルールの明確化

・検査の実施責任者を明確化するとともに、記録項目、記録手段、記

録の管理者、保管期間等を明確化する。（線路検査規程等関係）

・補修後の仕上がり検測の方法を明確化する。（線路検査規程等関係）

・補修後の仕上がり検測結果の記録を明確化する。（線路検査規程等関

係）

・軌道部材の検査等について検査方法や項目を見直すとともに、補修

基準などが曖昧なものを明確化する。（軌道整備規程等関係）

・木マクラギの管理方法について統一（一本管理化）するとともに、

不良状態の判定基準・交換基準を明確化する。（線路検査マニュアル

関係）

・分岐器軌道変位検査やその他軌道部材検査等の記録簿(野帳)の様式

を統一する。（通達）

【工務部】

○軌道部門以外の記録の重要性についての再徹底に向けた取り組み

土木部門・設備部門においては、記録を重視するルールの規程等で

の明確化について同様の視点で検証した結果、特段、新たなルール

化の必要なものは見受けられなかった。

（土木部門）

・"土木施設の検査は、土木施設整備心得（実施基準）及び土木施設管

理マニュアルに基づき実施しており、検査結果と土木施設に生じて

いる変状等を検査記録簿に記録する。

また、土木施設で変状の程度が大きく、措置を要するものについて

は、本社工務部と土木部門の現場がその情報を共有する。"

・本社は、定期的に土木部門の現場に出向き、管理上重要な土木施設

の検査記録簿の確認と、検査記録簿の適正な作成についての指導を

行っており、今後も継続して行う。

・検査記録の重要性について、土木関係助役会議で再徹底を行う。

（設備部門）

・設備の検査は、建築物維持管理マニュアル、建築保全示方書及び機

械関係検修工事標準示方書に基づきグループ会社が実施しており、

検査結果と補修の必要性などの設備の評価は、報告書として設備部

門の現場に提出され、社員が内容の確認を行う。本社工務部は、現

場で開催される月例の建築保全会議及び機械保全計画会議において、

現場から報告を受け、情報共有する。

・検査記録の重要性について、保全会議で再徹底を行う。

【車両部】

○ルールの確認・策定とその徹底

・車両部において、検修課の副課長及び担当者による規程の確認を行

うとともに部課長による確認を行う。また、検修課長によるルール

に沿った検査と記録に関して検証を実施する。

○確認・検証結果に伴い、次の取り組みを実施する。

【請負会社の管理】

・「車両関係工事等請負資格選定手順書」を制定後、「請負資格確認書」
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を発行し、請負先から申請のあった「再委託承諾書」を発行する。

・「車両関係工事等共通示方書」と「車両関係工事等請負事務取扱手続

（規程）」を改定する。

【発注側の管理】

・請負業務においては、工場等の外注担当者、検査員、監督者を招集

し、請負会社の検修調書等の記載事項や検査データを確実に確認し

て、検修調書等の保管場所を決めて管理するよう指導・徹底する。

・「車両関係工事等品質管理マニュアル（通達）」と「品質管理立入審

査マニュアル（通達）」を制定する。

・集合研修「外注管理科」を設定したが、今年度以降も「請負契約業

務管理科」として継続的に実施する。

・「品質管理立入審査」の項目に調書類の確認も追加する。

・「車両関係工事等請負事務取扱手続」、共通仕方書の継続した見直し

について、グループ会社と定期的な打合せを実施する。

【電気部】

○電気関係設備保全マニュアル（通達）による検査管理業務の具体的

規定化

電気設備の検査、その結果に基づく処置（補修）などについては、「電

気関係設備保全マニュアル」（通達）に基づき実施し、それらの記録

については「電気設備管理システム」を基本として、データを保存

（定められた保存期間）、管理しており、新たなルール化の必要性は

ないが、以下の改善点を実施する。

・同マニュアルでは、検査管理業務についての具体的な方法の規定が

不足していたことから、今後、適切な設備管理を行うことを継続的

に担保するため、業務についての具体的方法についてフロー図等を

新たに追加する同マニュアルの改正を行う。

・改正の趣旨、内容及び記録の重要性について、現場管理者、担当社

員に対して、周知、再徹底を図る。

④改ざんを防止する作業環境の整備

○検査のシステム化による不正なデータ処理の防止

・マヤ車のシステム改修、新型トラックマスターの導入（データ処理

システムの改修）を行い、セキュリティーの向上とデータ処理の自

動化を図る。

・検査データの信頼性向上や記録の徹底のため、検査器具類（記録装

置付き標準ゲージの導入等）の統一を図る。

・分岐器軌道変位検査の装置化（糸はりからトラックマスターによる

検査へ移行）を図る。

○脱線に直結する検査データに対する多重チェックの実施

・軌道変位管理について、検査結果に基づき適切な補修を行う保守管

理体制（多重チェック）のルールを明確にする。

・軌道変位のほか、脱線に直結する設備の検証を行いチェック体制を

強化する。

○軌道変位管理体制の制度化

・軌道変位管理の業務分担を管理者が明確に定めるとともに、その業

務実施状況を管理室助役と保線所長が管理することを制度化する。

【工務部】

○検査品質向上のための取組み

・土木部門および設備部門においては、検査の対象、項目、方法が多

岐にわたり、一律に検査の機械化やデータの自動化を実施できない

ため、検査の品質を向上させるための取り組みとして、検査を担当

する社員への教育、検査記録の定期的な確認を本社が継続して実施

する。

・土木部門および設備部門においては、マニュアル、示方書に基づい

て検査および修繕工事の結果を実施者とは別の者が確認する仕組み

となっており、これらのチェック体制を継続して実施する。
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・"土木部門においては、検査効率の向上、記録の管理、本社と現場の

情報共有の観点から設備管理システムを導入する。

平成26年度にシステムの基本仕様の検討を進め、平成27年度にシス

テム設計を実施し、平成29年３月にシステムを導入する。"

【車両部】

○請負業務の管理と徹底

・工場等において、輪重測定データなど測定機器から出力されるデー

タについては、そのまま記録として貼付するか保管する管理をして

おり、転記ミス等の発生はない。

・請負業務においては、工場等の外注担当者、検査員、監督者を招集

し、請負会社の検修調書等の記載事項や検査データを確実に確認し

て、検修調書等の保管場所を決めて管理するよう指導・徹底する。

・現場の管理者等が自主点検により作業状況を定期的にチェックし、

適切な指導管理を実施できる体制を開始する。また、その自主点検

結果のフォローのため、本社の課長等がリーダーとなり現場に赴く

体制も平成25年12月から実施する。

○Wチェック体制の構築
・重大事故につながる可能性が高い「落とすな（車両が走行中に部品

などを落下しないようにすること：列車脱線事故防止）」「燃やすな

（車両のエンジンや配電盤などから発火させないようにすること：

列車火災事故防止）」「こぼすな（車両のドア故障によりお客様が落

下したり、燃料等をこぼさないようにすること：鉄道人身傷害事故

・列車火災事故防止）」に関わる装置および蓋等を取り付けることで後

検査が出来なくなる装置を主体に「安全」に関わるチェック項目を

抽出し、チェック表の作成・改善を行い、以下の内容で新たなＷチ

ェック体制を構築する。

・5月中旬まで現場毎にＷチェック項目の抽出を行う。

・会議結果を受け、6月末までに抽出・統一した項目に対してのチェッ

ク表を現場で作成し、本社・現場で相互確認後、検修社員の教育を

行い、新たなＷチェック体制を導入する。

・Ｗチェック体制導入後、トレースを行い、継続的に改善を図る。

【電気部】

○検査管理業務チェック体制の構築

・電気設備の検査、その結果に基づく処置（補修）などについては、「電

気関係設備保全マニュアル」（通達）に基づき実施し、それらの記録

については「電気設備管理システム」を基本として、データを保存

（定められた保存期間）、管理しており、引き続き、これらの方法に

より記録を正しく管理する。

・「電気関係設備保全マニュアル（通達）」を改定し、各箇所長が2回／

年、自箇所の検査管理業務について点検を行い、また本社電気部は

年1回各箇所の検査管理業務について点検を実施する。

○検査業務を委託するグループ会社と一体となったチェック体制の構

築

・「電気関係設備保全マニュアル」（通達）に定めた検査管理業務の点

検とは別に、検査を外注している会社も含め検査およびその管理業

務（検査・処置・管理）の状況を把握するため電気部、グループ会

社本店により、グループ会社ならびにＪＲの現場に対する点検を実

施する。

⑤改ざんが行われた場合における厳しい処分環境の整備

○鉄道事業者として、鉄道の安全運行を阻害する行為は、絶対に許さ

れる行為ではないことから、ＪＲ北海道の就業規則等に以下のこと

を明記する。

・「鉄道の安全運行に必要な数値又はデータを不正に変更する行為を行

った場合」が懲戒の基準になること。
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・懲戒の基準に該当するすべての行為のうち、「故意に鉄道の安全運行

を阻害する行為を行った場合は、厳しく懲戒する」こと。

○グループ会社の内、鉄道関係業務に従事する会社に対して当社と同

様に「懲戒の基準」の改正を指示する。（ＪＲ北海道グループ総務担

当部長会議）

○その他の事業会社に対して「懲戒の基準」の改正の再検討を指示す

る。

・個別に事象を見極めた上で、悪質な改ざんについて、直ちに、行政

・司法当局に通報・告発を行う。

（２）安全管理体制の再構築

①安全統括管理者の業務体制の刷新

○日々発生した事象への対応

・毎朝、安全統括管理者が5時に始発前の安全確認を指令からの状況報

告に基づき実施。その後、8時に安全統括管理者と各部長等による安

全確認を実施、確認結果および日々留意すべき事項を極力具体例を

示して現場長へ社内イントラネットにより周知する。

・各現場長は周知された事項に基づき、点呼や会議で社員への注意喚

起等を行う。

○日々行われている業務における課題への対応

・各部門の課長クラスが職場を巡回し、現場長による自主点検の状況

や職場が抱える課題を把握する。

・主管部で把握した課題、課題解決に向けた取り組みの進捗状況等に

ついて、毎週開催の鉄道事業本部内部長会議の場において安全統括

管理者に報告を行うとともに、他部門の部長へも情報の共有化を図

る。

・各部長は、月に1回、自分の部の安全に関わる課題の全てについて、

進捗状況を安全統括管理者へ報告する。安全統括管理者は必要な指

示を行う。

○安全統括管理者による現場巡回

・安全統括管理者は、現場を巡回し、現場社員、現場管理者と意見交

換を行い、会社施策の浸透状況、施策実施後にも残っている課題を

確認する。

○安全統括管理者から社長への意見具申

・日々発生した事象への対応、日々行われている業務における課題へ

の対応、現場巡回等で把握した問題点、課題等に対して、安全推進

委員会、経営会議等の場で安全統括管理者は社長へ意見を述べる。

○安全統括管理者安全ミーティングの開催

・発生した事故等に対する対策、安全に関する取り組み等を鉄道事業

本部内での検討する場として、「安全統括管理者安全ミーティング」

を毎週開催する。

②安全推進委員会の運用の見直し

○安全推進委員会において調査・審議すべき事項の整理

・安全上重要なテーマを見逃さないため、列車の遅延等に関係なく発

生した「事故」「事象」はすべて報告することとし、「安全」と「安

定輸送」を分類できるよう社内における事故・事象の報告ルールを

見直す。

・安全推進委員会においては調査・審議する事故、事象を、鉄道運転

事故、インシデント、列車に遅延を生じていなくても重大な事故に

至る可能性がある事象及び他社で発生した重大事故・インシデント

に絞り込み、重点的に原因・対策を徹底的に議論する。



3-11

○「最悪」の場合を念頭においた調査・審議の実施

・「最悪」の場合、どのようになるかということを検討資料に記述し、

原因の究明を徹底し、再発防止の対策を考える。また、「最悪」の事

態をイメージすることで、安全の意識を高める。

○安全に関する施策、再発防止の取り組みのトレースの実

・年度計画である「安全推進計画」などのほか、「事業改善命令・監督

命令による措置」等への取り組み及びその進捗状況について、定例

的に調査・審議する。

・津波対策・竜巻対策・踏切事故対策等体系的に取り組むべき課題に

ついて審議・検討を行う。

・対策の取り組み状況のトレースを「半年後」「2年後」に行うことに

より鉄道運転事故の再発防止を図る。

・トレースの結果できていなかった事項については、「なぜできていな

かったのか」を究明し、改善もしくは指導を強化することにより、

ＰＤＣＡサイクルを回し安全の向上を図る。

○安全推進委員会開催頻度の見直し

・これまで月１回であった開催を見直し、月2回の開催を定例とする。

・必要により定例開催のほかにも臨時に安全推進委員会を開催する。

○出席者の見直し

・安全推進委員会出席者の見直しを行うとともに、社内規程により定

められた構成員以外の出席を取りやめる。

○安全推進委員会 専門部会の設置

・安全推進委員会で調査・審議した結果、駅業務部・運輸部・工務部

等各主管部にて原因究明、対策を検討した事象について、関係する

現場長と議論する場として、系統毎の専門性を活かし安全推進委員

会専門部会を設置する。

・専門部会には、関係するグループ会社も出席する。

○各部における安全推進会議の設置

・駅業務部・運輸部・工務部等、主管部毎に安全推進会議を設置する。

・安全推進委員会で議論すべき内容の徹底した検討を行う。

・監督官庁へ報告する事故及び事象並びに安全推進委員会の調査・審

議に至らない事象についての原因究明、対策の検討、並びに他社で

発生した重大事故・インシデントについての討議を行う。

○安全推進委員会への社長の出席等

・これまでと同様に社長は安全推進委員会へ出席し、調査・審議に加

わる。

・安全の取り組みについては、経営会議、取締役会へ定例的に報告し、

鉄道事業以外の経営陣にも認識の共有を図る。

③事故等の原因究明・再発防止対策の検討体制の確立

○安全推進部における原因究明等の見直し

・事故報告に関する社内規程を見直し、鉄道運転事故、鉄道運転事故

に至る恐れがあった事象等安全に関するリスクが高い事象について

徹底して原因究明を行う。

・安全推進部は、独自に調査を行い、主管部が究明した原因、検討し

た対策について、安全推進部の視点から確認し、必要な事項につい

ては安全推進委員会の場で議論を行う。

・調査スキルを高めるため、４Ｍ４Ｅ分析手法を導入する。

・リスクアセスメントの考え方に基づき、重大な事故に繋がる事柄を

最重点で取り組むしくみとするべく、事故報告の基準・制度を見直

し、安全推進委員会で議論するテーマのあり方を構築する。

○車両部における原因究明等の見直し

・車両部車両検修グループに調査分析担当として２名増員し、原因究
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明できる体制とする｡また、車種別の担当者を本･支社別の担当者と

して、各現場とのつながりを重視した体制とする。

・「車両部安全推進会議」を設立し、安全に関わる事項について、部長、

課長、ＧＬ等により、毎月、徹底的に原因の究明、対策の策定、ト

レースを行う体制とし、「安全推進委員会」や「車両故障防止検討会」

への車両部としての方向性を示す。

・「車両部安全推進会議」と「車両故障防止検討会」での検討内容と方

針決定内容を的確に行うことを目的に、現場の故障調査報告書に基

づく実態把握とトレースする体制として、「車両故障防止検討分科会」

を本・支社毎に設立する。

○車両部における実態把握の取組み

・車両の品質管理の一環として、現場における構造変更内容などを本

社で確実に把握し必要な確認と指導を行うため、また、原因究明や

再発防止対策に向けて新たな「事前照会制度」を実施する。

【工務部】

○工務部における原因究明等の取組み

・事故の原因究明にあたり、自然災害や軌道と車両の接触領域に関わ

る事象など、技術的な観点からの高度な分析が必要な場合には、鉄

道総合技術研究所等の社外知見を活用しており、今後とも継続する。

○４Ｍ４Ｅ分析手法の導入

・事故等の原因究明・再発防止対策については、新たに導入する４Ｍ

４Ｅ分析手法により掘り下げて実施する。

○工務部における再発防止に向けた取り組み

・"原因究明・再発防止対策に当たっては、「工務部安全推進会議」に

おいて徹底して議論するとともに、「安全推進委員会工務専門部会」

において現場長と議論、共有化を図る。

これらの取り組みを通して得られた情報は水平展開を行い、以下の

会議等の場において、同種事故の再発防止に向けた議論に活用する。

"

・各所の事故防止会議：（1回/月）

・工事安全検討会（各所）：（工事発注の都度）

・請負事故防止会議（本社）：（2回/年）

【運輸部】

○「正しい報告」の社員への浸透

・事故報告制度の改正（懲戒制度の見直し含む）に基づき、「ありのま

ま、速やかに、報告する」ことの重要性を毎月1回の定例訓練等の場

で社員に浸透させる。

○４Ｍ４Ｅ分析手法の導入

・事故等の原因究明・再発防止対策については、新たに導入する４Ｍ

４Ｅ分析手法により掘り下げて実施する。

○原因究明・再発防止対策の策定

・原因究明・再発防止対策に当たっては、「運輸部安全推進会議」にお

いて徹底して議論するとともに、「安全推進委員会運輸・車両専門部

会」において現場長と議論し、現場の実態に合うよう策定する。

【電気部】

○電気部安全推進会議の設置

・原因究明・再発防止対策に当たっては、「電気部安全推進会議」にお

いて徹底して議論するとともに、「安全推進委員会電気専門部会」に

おいて現場長と議論、共有化を図る。

○４Ｍ４Ｅ分析手法の導入

・事故等の原因究明・再発防止対策については、新たに導入する４Ｍ
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４Ｅ分析手法により掘り下げて実施する。

【駅業務部】

○駅業務部安全推進会議の設置

・駅業務部に駅業務部安全推進会議を設置する。

・駅業務部安全推進会議は月1回開催する。会議では安全推進委員会の

内容に関すること・駅に関わる安全施策に関すること・駅係員によ

り発生した運転事故／労働災害の再発防止に関すること・その他、

安全確保、駅の運転取扱において必要と認められる事項について討

議する。

④内部監査等の体制の充実

○自主監査体制の整備

・各主管部で現場長が行う自主監査に使用するチェックシートへの掲

載項目、チェックの頻度の整理を行う。

・各主管部でチェックシートの作成を行う。

・各主管部が作成したチェックシートによる現場長による自主監査を

試行する。

・各主管部は自主監査の試行に対してフォローアップを行う。

・自主監査の試行状況について安全推進委員会へ報告する。

・試行結果を基に各主管部でチェックシートの修正を行う。

・現場長による自主監査を開始する。

○主管部による現場長自主監査の状況の確認等

・主管部は課長等の職場巡回により、年１回以上、各現場における現

場長自主監査の実施状況を確認する。

・現場長自主監査で把握した問題点については、各部の安全推進会議

へ報告し、主管部長は自系統内の他職場で類似の問題を生じていな

いか確認し、必要な対策を講ずる。

・各主管部は把握した問題点、是正の状況等を安全推進委員会専門部

会において、各現場長、グループ会社へ水平展開を図る。

・各主管部で把握した内容を安全推進部へ報告する。

○安全推進部による現場長自主監査の状況の確認等

・安全推進部は、年間16箇所の現場（本社直轄・釧路・旭川・函館の4

地区において駅・運輸・工務・電気の4系統から各1箇所の合計16箇

所）を抽出し、現場長自主監査の実施状況を現場へ赴いて確認する。

・安全推進部は、主管部からの報告、安全推進部による確認等現場長

自主監査の実施状況、現場長・主管部による是正の状況等を年2回安

全推進委員会へ報告する。

○監査部による自主監査の状況の確認等

・監査部は安全推進部、各主管部の取り組み状況を確認する。

・監査部は、確認した結果等について社長へ報告する。

○保線に関する業務実施状況の監査及びフォローの実施

・軌道変位管理の業務実施状況（検査記録等及び現地）の重点的な監

査を実施する。

・大沼駅構内での貨物列車脱線事故以降の通達、指導事項（マクラギ

管理等）に対する実施状況のフォローを行う。

○監査役の職務を補助する体制の強化

・これまで兼務であった監査役室長を専任にするとともに、内部監査

業務から独立させ、安全に関する法令への適合性等に関する監査を

行う体制を強化する。

○経営トップの安全に関する関与の監査

・経営トップにインタビュー等を実施し、安全に向けた主体的な関与

状況について確認する。
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○専門的な監査役の選任

・技術に精通した者を監査役に選任し、安全に関する法令への適合性

等に関する監査を行う体制を強化する。

⑤安全推進部の強化

○安全に関する部門の人事・育成ルートの構築

・安全推進部における職務分析表を作成し、職務に必要となる職歴、

スキル等を明確にする。

・職務分析表を基に人事・育成ルートを策定する。

・現状の要員状況に対し策定した人事・育成ルートに基づき、異動・

教育等を実施する。

○社員教育について、ＪＲ他社への出向、公的機関との人事交流も含

めた検討

・現在実施中の公的機関との人事交流は継続する。

・人事・育成ルートの策定、実施に合わせて、ＪＲ他社への出向、Ｊ

Ｒ他社研修の受講等を実施する。

○安全推進部の体制強化

・重大事故に対する原因究明・対策策定を行う「安全調査グループ」

を設置する。

・安全推進部が安全統括管理者の統括管理業務の補佐、各技術部門の

安全確保に関する取組みの総合調整等の役割を担うことを明確に意

識できるよう、安全推進部を上位にするよう組織体系の見直しを行

う。

・安全推進委員会で調査・審議する列車に遅延を生じていなくても重

大な事故に至る可能性がある事象の選択は、全社から報告された全

ての事象の中から安全推進部長が指定することを新たな規程「事故

と事象の報告及び分類規程」に規定する。

・"各種の業務増加にあわせ、安全推進部の人員増強を行う。

（参考）平成23年15名、平成24年22名、平成25年23名"

⑥安全管理規程等の見直し

○“②安全推進委員会の運用の見直し”関連

・「事故と事象の報告及び分類規程」の通達に伴う､関連規程の改定を

行う。

・安全推進委員会において調査・審議する事故、事象に絞り込んで原

因・対策を徹底的に議論することに関し網羅するよう見直しを行う。

・安全推進委員会出席者および開催頻度見直しに伴う「委員会等規程」

の改定を行う。

・各専門部会設置に伴う「委員会等規程」の改定を行う。

・安全推進部が安全統括管理者の統括管理業務の補佐、各技術部門の

安全確保に関する取組みの総合調整等の役割を担うことを明確に意

識できるように「組織規程」「業務管理規程」の改定を行う。

（３）安全確保を最優先とする事業運営の実現

①現場の業務実施体制の確立

○グループ会社と一体となった適正な業務運営体制の構築

・業務実施体制における現状と課題を整理し、計画的な補修作業等は

外注（グループ会社）を基本とする保守体制の確立、保守作業の環

境改善を推進する。技術管理と施工管理の専門特化による効率的で

品質の高い保守体系を構築する。

○グループ会社と一体となった適正な業務運営体制の構築

・検査業務も含めた保線業務の外注化のメリットとデメリットを整理

し、デメリットに対する取り組みを行い、グループ会社と一体とな

った適正な業務運営体制を構築する。

・契約方式の変更（単価契約方式）による簡素化を図る。

・工事発注先のコンプライアンス（施工管理）に対する管理体制につ

いては、軌道グループ会社への作業責任者クラスへのコンプライア
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ンス教育を行うとともに、工事が適切に行われるよう、軌道工事標

準示方書等の改正、ＪＲによる軌道工事監督マニュアル（仮称）の

作成を行う。

・グループ会社の安全管理体制を構築する。

○現場の業務実施体制の確立

・線路設備の更新、強化を推進し、補修作業の発生数量の縮減を図る

ため、ＰＣマクラギの導入等の設備投資を行う。

・検査手法等を簡素化しても十分に安全な線路を確保できるものにつ

いては、簡素化を図る。

・低利用設備の使用停止による検査数量の削減（管理設備の縮減）を

図る。

・検査データの記入、転記ミスの防止を目的に、タブレット端末によ

る各種検査記録手法の導入を図る。

・設備管理システムの導入を図り、計画支援及び進捗管理を強化する。

・新型軌道検測車の導入を図ることにより、冬期間における軌道変位

検査の実施、他検査の同時実施をする。

・保守作業の効率向上を図るため、次の取り組みを行う。

ⅰ) 触車事故防止対策の線路立ち入りルールの見直し

ⅱ) 保守間合の拡大、作業の機械化

ⅲ) 信号設備の境界作業の一部変更

・組織体制の見直しを行う。

ⅰ) 駅工務の保線所への移管

ⅱ) 保線所体制（要員・エリア等）

・長期的なメンテナンスを考慮し、計画的に整備を行うことで効果的

な管理が可能となる計画整備値の設定を行う。

・お客様の安全を第一とするため、軌道変位等に対する運転規制値を

制定し、関係規程に明記するとともに、周知徹底する取り組みを実

施する。

②技術伝承のための教育体制の検討

【工務部】

○技術継承のため教育体制の再構築

・規程類の見直し、再編にあわせて、業務マニュアルを実際の業務実

施ベースで作成し、本マニュアルにより社員教育を実施する。

・関係規程の成り立ちや業務内容等の知識に精通し、現地に生じる様

々な事象に対し、技術的・ノウハウ的に的確に処置・指導すること

ができる基幹社員を、技術分野毎に社員の適性を把握した上で選定

し、専門教育の実施や専門性の高い育成ルートの構築などにより、

計画的に育成する。

・現場社員の技術力向上を目的として、軌道管理及び分岐器の技術的

事項の導入編にあたるＪＲ東日本の研修を受講し、業務の核となる

中堅社員のレベルアップを図る。

【車両部】

○ＯＪＴ教育のための体制構築

・（1）－②と同じ

・定期異動時に教育関係のグループリーダーを指定し、教育・規程の

担当者を独立・配置する。

・制定する「教育要領」の中で、検修関係社員への教育体系（誰が、

いつ、何を教えるのか）を明確にして、12時間／年の教育時間を設

定して繰り返し安全に関する意識を醸成する。

・現場でＯＪＴ教育がやりきれていない現状を踏まえ、当面は集合教

育を厚くし、ＯＪＴ教育の補完ができる研修を計画し、平成29年度

（安全基本計画推進期終了時点）までに順次、教材作成､定期的な教

育訓練などを行いＯＪＴ教育の充実を図りつつ、ＯＪＴ教育の定着

に向けて教育訓練時間の確保と指導者要員の確保などが可能な体制

づくりを進める計画である。

【運輸部】
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○教育のための人材・体制の整備

・退職した運転技師補を3名と嘱託契約し、2名は標準・マニュアルの

見直し整備、1名はシミュレータによる現場指導を実施する。

・運転士配置箇所の12現場に指導員各1名を増員し体制を強化する。

【電気部】

○教育体制の構築

・ＯＢ社員を含む本社教育担当2名と札幌電力所並びに札幌信号通信所

に配置している技術エキスパート職社員（技師、技師補）により技

術基礎教育を実施する。

【駅業務部】

○教育体制の改善

・"現場社員の技術力向上及び確実に異常時運転取扱が行える体制の構

築として、エリア毎に駅輸送業務センターを設置し、専任の要員（3

4名）を配置した。

なお、駅輸送業務センターの管理者3名については、定年年齢を超

えた社員を再雇用して指導者に当たらせており、今後も同様の体制

を維持拡大する。"

【工務部】

○工務部における技術力向上の取組み

・「技術力診断書」を有効活用した評価活動の徹底を図る。

・今後ｅラーニング等を導入し、自己学習、自己診断による技術力向

上のための補助ツールとして活用する。

・新入社員教育の充実化を図る。

・研修センターの移転に伴い訓練設備の充実化を図る。当面は不良マ

クラギ等の検査業務の判定基準となるサンプル教材を整備する。

○工務部における技術継承のための取組み

・集合研修およびアドバイザー制度（土木構造物の検査・修繕に精通

したＯＢ等による現地現物を主体とした研修）による技術継承を継

続する。

・鉄道総合技術研究所やＪＲ東日本の社外研修を積極的に活用する。

・入社後「技術力診断書」を作成し、これをもとに年１回の振り返り

と評価を行い、これを踏まえて個々の次年度の教育計画を策定する。

【車両部】

○教育訓練の充実

・（1）－②と同じ

・平成26年度に実施する集合研修のレビューを行い、次年度以降に反

映する。

【運輸部】

○運転士・車掌の集合研修の再構築

・"石勝線の列車脱線火災事故を踏まえ、ＪＲ他社の取り組みを参考に、

平成24年度から運転士・車掌の集合研修の再構築を以下の通り取り

組んでいる。"

・運転士は、免許取得前の新人運転士養成基礎科、取得後には、2年目、

3年目、4年目にフォロー研修を実施している。その後5年目に中堅運

転士Ⅰ科、10年目に中堅運転士Ⅱ科を実施している。また、2年目以

降定期的に運転事故防止訓練科を受講させている。

・"車掌は、見習いを行う前に新人車掌科、車掌登用後には、2年目、3

年目、4年目にフォロー研修を実施している。その後10年目に中堅車

掌科を実施している。また、2年目以降定期的に車掌サービス科、運

転事故防止訓練科を受講させている。"

・乗務員の指導層に対しては、運転士は運転指導科、運転指導性能科、

運転技術管理(管理者・指導員)科、新任運転関係管理者科を実施し、

車掌は車掌指導者科、新任運転関係管理者科を実施している。

・上記の取り組みを行っているが、平成26年6月からは各研修科の講義
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において、お客様の生命に結びつく「安全」を確実にやりきること

を追加し安全意識の向上を図る。

○職場内教育に対応力向上シミュレータ導入

・社員の個々人のレベルを把握し、個々に応じた教育を行うため、全

ての運転士配置職場（12箇所）に対応力向上シミュレータを導入す

る。

・車掌用シミュレータについても導入する。

【電気部】

○技術基礎教育の充実

・具体的到達目標、評価項目などに基づく基礎教育を含め、技術職社

員の教育計画を定める。

・集合教育におけるレベル到達度合いの評価結果を現場にフィードバ

ックし、その後の現場におけるＯＪＴ教育やフォロー指導に活かす。

・現場がフォロー指導を適確に実施できるようにするため、教育担当

者のみでなく、本社電気部が実施している各現場の業務実施状況確

認の中でも教育の状況を把握することとし、年間教育計画について

提案・指導・支援を行う。

【駅業務部】

○教育体制の改善

・当務に関する研修については、経験年数等によらず実施し、知識や

技能に隔たりが見られたことから、経験年数及び運転取扱駅、非運

転駅で受講者を分けて研修を実施する。

・作業を行うことに必要な知識及び技能の習得にあたっては、手順を

中心に教育するにとどまっていたことから、「なぜ」という視点から

結論を導き出す意識付けを行うことに重点をおいた研修を実施する

（各種当務科、輸送係養成科等）。

【工務部】

○外注管理に必要な知識・経験の整理

・外注工事を進めるにあたっては、示方書等に基づいた管理を継続し

て実施している。今後、新たに外注の活用を図る場合には、業務の

外注に関わるメリットとデメリット、及び、外注化により本体では

取得が難しい鉄道固有の技術の管理に必要な知識・経験について整

理したうえで実施する。

○外注管理の体制確保

・軌道部門においては、平成26年度の「軌道工事科」「設計積算科」か

ら、軌道外注工事のコンプライアンスに関するカリキュラムを追加

し実施している。

・新たに工務部が主催する安全推進委員会工務専門部会のメンバーに

グループ会社を参画させ、安全に関する議論を行うとともに、情報

共有を図る。

【車両部】

○外注管理の体制見直し

・外注管理に必要な知識・経験を整理した結果、基本理念や契約の流

れ、規程体系など基本的な知識が不足していることが認められたこ

とから、集合研修「外注管理科」を開講し、工場等の請負契約業務

担当者に対して請負契約業務に必要な知識習得のための教育を実施

する。

・定期異動時に、車両検修課の体制を見直し、請負契約担当者を1名追

加し、2名体制とする。

・請負契約業務の知識・知見を有したＯＢ社員を嘱託として、車両部

に１名採用する。

・平成26年度以降は、集合研修「請負契約業務管理科」として、グル

ープ会社も含め定例開講する。 なお、平成26年度は2回開講予定で

ある。
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【運輸部】

○外注の管理の体制

外注管理に必要な知識・経験は、構内入換業務及び付帯業務に関

することであることから、管理にあたっては、業務の実態を確実に

把握することが重要であり、平成17年4月の構内業務委託開始時より、

以下のとおり外注業務の管理を継続している。

・構内入換業務の実務について、知識・経験を習得するため、業務を

委託するグループ会社本社及び事業所（現場）管理者に、中堅層社

員の出向を実施している。

・構内入換業務及び付帯業務の委託内容については共通仕様書で定め、

係員の資格については資格認定制度により認定し、本社として管理、

把握している。

・現場の監督員、検査員に異動があった場合は、本社が対象者を招集

し構内入換業務及び付帯業務について教育を実施している。

・"本社とグループ会社間では、定期的にそれぞれ年1回の構内相互診

断、構内24時間点検、安全診断などを実施して、構内入換業務及び

付帯業務の実施状況を確認し把握を行っている。"

・現場においては、月1回の構内安全ワーキングなどを開催し、業務が

適正に行われているかを確認し把握を行っている。

・平成26年度から上記の各種点検・診断においては、若手の本社担当

者、現場管理者を帯同させ、構内入換業務の管理すべき要点などを

教育する。

【電気部】

○外注管理に必要な知識・経験の整理

・外注管理に必要な知識として工事示方については「電気設備検修工

事示方書」に、検査示方については「電気関係設備保全マニュアル」

（通達）に規定している。

・検査業務、検査管理業務を経験するため、ＪＲ・グループ会社間で

中堅層社員の相互出向を行っている。

○外注管理の体制確保

・外注作業（検査等）の知識、経験を積ませるため、引き続き、検査

・修繕業務を委託するグループ会社に、中堅層社員の出向を実施す

る。

・上記取組を補完するため、これまでも実施している本社・本店間、

両社現場間における会議を継続するとともに、新たに電気部が主催

する電気部安全推進会議のメンバーにグループ会社を参画させる。

③当面の必要な安全投資の推進等

○必要な設備投資等の実施

安全確保のため必要な設備投資等を早急に行うため、以下の取り

組みを進める。

①平成26年度予算計画の策定

以下の考えに基づき、平成26年度計画を策定し、現場からの提案

や当面の緊急性を踏まえ、安全を確保するための必要資金を確保す

るとともに予算の前倒しを実施する。

・安全投資、修繕費をそれぞれ250億円規模に拡大。

・予算の前倒しを進め出来る限り夏の多客期までに執行。

・現場提案を踏まえた取り組みを整理し、安全を確保するための裏付

けとなる必要な予算を確保。

・老朽取替などこれまで先送りしてきた施策等を棚卸しし、優先順位

を整理。

・軌道部門等、これまで充足度が低かった分野に対して重点的な予算

措置を実施。

②安全投資と修繕に関する5年間の計画策定

以下の手順で検討を進め、再生推進会議における議論を踏まえて

計画の策定を図る。

・安全投資等の５年間の計画策定に向けた基本方針の作成。
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・分野ごとの安全投資等の精査、５年間のロードマップの作成。

・全体規模を試算し、収支への影響や資金調達方法を踏まえ、実行計

画案を作成。

・計画案のとりまとめ。

③支援措置の有効活用

・計画の策定にあたっては、600億円の設備投資支援を前倒しして活用

することを検討。

【工務部】

○線路設備の更新・強化

・線路設備の老朽化対策推進による保守量の低減、予防保全対策の推

進を中期計画に基づき、確実に実施していく。

線路設備の老朽化対策推進による保守量の低減

ⅰ) ＰＣマクラギ化の推進

ⅱ) ロングレール化の推進

ⅲ) 道床交換の推進

ⅳ) 弱小レール対策

予防保全対策の推進

ⅰ) 並マクラギ、橋マクラギ（合成化）の交換

ⅱ) 締結装置類の緩み防止対策

④安全意識の徹底、記録を重視するルールの策定・徹底（再掲）

○（1）－②、③に同じ。

（４）技術部門の業務実施体制の改善

①各種規程等の検証、改正・整備、周知徹底、確認及び見直し

○膨大な規程類をチェックするための見直しの視点を設定

・主管部毎に管理している規程、マニュアルの一覧を作成する。

・規程、マニュアルに反映されていない事務連絡、通達等を確認する。

・見直し作業の分担を決定する。

・状況の変化（想定していない事故・災害・労災）が発生した場合に

確認する。

○規程の趣旨が明確かの確認の実施

・規程、マニュアルが、以下の根拠に基づくものか確認する。

ⅰ）法令、省令、技術基準、監督官庁からの通達

ⅱ）事故・災害対策（他社事例含む）

ⅲ）装置の仕様、性能

ⅳ）国鉄からの継承

ⅴ）その他

○最近の安全確保に必要な行動に対して、必要な規程が定められてい

るかの確認の実施

・規程、マニュアル記載事項が、以下の事項に合致しているかを確認

する。

ⅰ）法令、省令、技術基準、監督官庁からの通達

ⅱ）実際に行われている業務

ⅲ）使用している装置、器具

・近年の事故・事象（危険事象）を対象に、規程、マニュアルに必要

な対策が記載されていることの確認を行う。

○新たな技術に対応しているかの確認の実施

・近年に導入した装置、今後導入を予定している装置を対象に、規程、

マニュアルに必要な事項が記載されていることの確認を行う。

○規程、マニュアルの改定

・上記の検討結果に基づき、必要な改定を実施する。

○改定内容の周知、フォロー、トレース

・現場長、社員への周知を行う。
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・改定後の実施状況のトレースを行う。

・トレース後のフォローを行う。

・安全推進委員会へ報告・審議を行う。

【工務部】

○規程等の見直しによる保線業務の適正化【再掲】

○土木部門における規程等の確認と見直し

・土木部門における規程等は、鉄道の技術基準の性能規定化（実施基

準の制定）や鉄道構造物等維持管理標準の制定に合わせ、JR他社と

同様に随時改定され、現在に至っている。

・これら規程等に定められている基準は、省令解釈基準に準拠して列

車運行の安全や旅客の安全確保の観点から必要な値を定めているも

のがほとんどであり、現時点では基準値自体の見直しの必要性はな

いものと考えているが、規程、マニュアルにより現場社員が業務を

遂行する上でのルールを理解できるよう、よりわかりやすい表現に

修正し、不足している事項を追加するなど、見直しを実施する。

【車両部】

○「教育要領」制定による教育体系の明確化

・制定する「教育要領」の中で、検修関係社員への教育体系（誰が、

いつ、何を教えるのか）を明確にして、12時間／年の教育時間を設

定して繰り返し安全に関する意識を醸成する。

【運輸部】

○「教育要領」制定による教育体系の明確化

・運転士及び車掌に対し、「安全管理規程」に基づく教育方針並びに手

法を明確にするため、「教育要領」を策定する。

②本社の現場に対する指導体制の確立

【工務部】

○保線業務における支援体制の確立

・本社工務部内に業務支援室を設置し、軌道部門の全現場を対象に、

業務実施状況の監査とフォローアップを実施する。

・業務支援室及び保線課が、定期的に現業機関に赴き、業務執行状況

を把握し諸課題や要望等について関係主管課との調整を行い、関係

主管課と協力して諸課題や要望を解決することで、適正な保線業務

執行体制を構築し定着を図る。

・保線に関する業務実施状況の監査及びフォローを業務支援室が実施

する。

○ボトムアップ体制とハニカム型ＰＤＣＡサイクルの構築

・管理室から保線所へ、保線所から本社へのボトムアップ体制と、そ

れぞれの機関で業務打合会実施による処置・改善と議事録の報告に

より、諸課題を解決していくハニカム型ＰＤＣＡサイクルを構築す

る。

・"土木部門においては、現場が実施している検査の進捗状況を本社が

これまで年度単位でしか把握出来ていなかったことから、定められ

た検査周期内に検査が適正に実施されているかを本社が定期的に把

握する仕組みを構築する。

・設備部門においては、主要設備の検査の計画進捗を毎月月例の保全

会議で把握しており、これを継続実施する。"

○工務部における現業機関への指導体制の確立

・"工務部門においては、本社が定期的に現場に出向いて、各現業機関

で開催している助役会議・保全会議などに参加する等により、現場

の業務実施状況及び課題を把握し、課題解決に向けたフォローを実

施するとともに、関係箇所へ情報を水平展開する。"

【車両部・運輸部】
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○本社の現場に対する指導体制の確立

・平成25年10月30日付通達により、現場指導及び現場から相談を受け

るため、本社課長等をリーダーとするチームにより、決められた担

当現場に定期的に赴き情報交換・問題把握を実施することとし、職

場巡回を実施する。

・平成25年11月1日付通達を発出し、従来から毎月実施していた「安全

管理ミーティング（現場長と本社部課長が現場の課題についてざっ

くばらんに相談する会議）」の開催に際して、本社からの指示が中心

の会議から、事前に各所から討議内容や本社への検討要望事項等を

聴取して開催する方法に変更し実施する。

・上記で把握した各箇所の課題や提案事項等のうち、安全に関わるも

のについては、必要により新設した安全推進会議や安全推進委員会

専門部会で議論し、課題解決や水平展開を図る。

【電気部】

○現場の状況を的確に把握し、対応する体制の構築

・本支社管理部門として定めた「電気関係業務実施状況確認マニュア

ル（通達）」に基づきグループリーダー、課長が四半期に一回以上現

場に赴き、管理者等との意見交換を実施し、現場の課題等を把握す

るとともに、要望や提案の聞き取りを実施する。

・各箇所との意見交換で把握した課題や提案事項等については、社内

電子掲示板を活用し電気部内で共有する。

・さらに、課題解決の促進を図るため課題毎に担当グループを指定し、

その対応結果についても同掲示板や定例の電気部内会議でトレース

を実施する。

【駅業務部】

○日々行われている業務における課題への対応

・本社課長等がリーダーとなり運転取扱駅に赴き、実作業への立ち会

いを通じて実態を確認するとともに現場との意見交換を行うことで

問題点の把握とその改善を図るため、通達として発出する。

・対象箇所に運行管理駅を追加するとともに、頻度（四半期に一度）、

確認事項の見直しを実施（①教育及び訓練等の実施状況 ②実作業

等の実態確認 ③社員との意見交換並びに自主点検表による現状把

握）し、通達として発出する。

・通達に基づき、巡回を実施する。

・浮き彫りとなった課題・問題点は、駅業務部長に報告し、駅業務部

長は、その解決状況とあわせて適宜、安全統括管理者へ報告する。

③車両部門における多重のチェック体制の確立

【車両部】

○Ｗチェック体制の確立

・（1）－④と同じ

（５）第三者による安全対策監視委員会(仮称)の設置

○「ＪＲ北海道再生推進会議」の設置

・学識経験者、地方公共団体、経済界、弁護士等の方々からなる第三

者委員会を設置する。

・事務局を安全推進部におく。

H26.12.26 更なる安全確保へ

①安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織の整備

○経営理念等の見直し

・「お客様の安全を最優先する」、「コンプライアンスを徹底する」とい

う共通認識が社内に十分に醸成されなかった反省を踏まえ、経営理

念について「安全」「コンプライアンス」を前面に打ち出し、社員へ

浸透させ、日々の業務につながっていくものに見直す。

・現在の「グループ企業行動指針」を取りやめ、経営理念を社員一人

ひとりの行動に落とし込んで考えられる行動指針を新たに制定する。
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○経営幹部が社員に対し直接メッセージを伝える

・２．（１）②「安全意識の浸透」の取り組みに加え、経営幹部は定期

的に作業実態を把握するともに、経営理念や会社の現状の説明を行

う。

○企業行動委員会の見直し

・２．（１）①「企業行動委員会での取組強化」の取り組みに加え、従

来の「企業行動委員会」を「コンプライアンス委員会」と改称変更

し、社外の方にご参加いただくとともに、当社の参加メンバーを厳

選し、コンプライアンスの徹底状況と取り組みの検証を行い、その

実施状況を定期的に取締役会に報告することとする。

○コンプライアンスを徹底させる教育と浸透化の実施

・２．（１）①「コンプライアンス教育の見直し等」の取り組みに加え、

「会社のルールを守ること」「社会のルールを守ること」「ＪＲ北海

道社員として自覚を持って行動すること」を徹底するため、新聞記

事による具体的な事例を活用した教育等により、社員に対して社会

の常識や気づきを促す。

・"２．（１）①「コンプライアンス意識の浸透化等」の取り組みに加

え、コンプライアンスの徹底の取組み（ＰＤＣＡ）として、コンプ

ライアンスアンケートにより社員の意識浸透度合いの把握と行動の

実態を明らかにして（Ｃ）、今後の教育や浸透化策の取組み（Ａ）を

実施していく。"

・社員として守るべき行動の指標、コンプライアンスの徹底の項目や

セルフチェックテストを記載した、携行可能なコンプライアンスカ

ード（仮称）を作成して、全社員に配布し、社員が判断に迷った際

に活用できるようにする。

○情報公開のあり方見直し

社内の論理が優先し、世の中の常識とズレがないようにするため、

事故やインシデントに該当する・しないに関わらず、お客様や社会

的に「安全上、問題がある」と捉えられる事象が発生した場合は、

速やかに公表する方向で見直す。

○懲戒処分の社内周知

・２．（１）⑤「懲戒の基準」を厳正に運用することに加え、社内に対

して戒めと気付きを促すために、社員の不祥事に関する社内処分に

ついて、一定の基準を設けて社内周知を行う。

○「安全意識の啓発や安全風土の構築を実施するための組織」とする

ための人材の育成

・持続的に安全性を向上するため、現場の中核を担う管理者及びフォ

アマン層（助役を補佐する立場の主任）を育成するしくみを整備す

る。

ⅰ）現行の管理者養成についてトレースを行い、必要な見直しを行

う。

ⅱ）技術系職場におけるフォアマン層である代表主任、組持ち等の

主任層に対して、新たな研修を実施する。

ⅲ）必要な資質や能力を備えた人材を確保するため、社会人経験者

の中途採用を積極的に実施する。

・社員が日々の業務の中で技能の向上や問題の発掘に意欲を持って自

発的に取り組めるように職場活性化活動（小集団活動や業務研究発

表会等）の再構築を行うとともに、その成果を発表し共有できる場

としての発表会のあり方を見直す。

○職場での自発的な取り組みを育てるしくみの構築

・社員が問題意識を持って、『自分の職場における安全上の課題は何

か』、『自分の職場で事故を起こすとしたら、どのようなことがあり

得るか』、『どうすればリスクを減らすことができるか』を考え、具

体的な行動に移していく取り組みを育てる。
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ⅰ）参考になる取り組み事例の紹介及び表彰を実施する。

ⅱ）職場で中心となって安全を担う社員を育成する。

・また、講習会等への参加や他社施設の見学についても、育成の一

環として取り組んでいく。

○現在実施している集合教育による安全研修の受講対象者の拡大

・２．（１）②「全社員を対象とした安全研修の実施」の取り組みに

加え、グループ会社社員向けのカリキュラムを作成し、グループ

会社の鉄道事業に従事している社員を中心に研修を行う。

○安全啓発館（仮称）の創設

・社員研修センターの移転に合わせ、安全啓発館（仮称）を創設し、

安全研修室及び事故車両保存庫の展示を移行するとともに、「室蘭

線で列車と衝突した機材運搬台車（トロリー）」や「貨物列車が脱

線した大沼駅構内のマクラギ」など、実物を事故事例と併せて新

たに展示するほか、ヒューマンエラーや労災の危険を体感して学

べる教材などを新設し、内容等を充実する。

・"安全啓発館（仮称）以外の社員研修センター施設についても、車

両実習室や技能実習室の新設、運転シミュレータの増設など社員

教育設備を充実するとともに、実習線の整備を検討する。"

・平成28年度から実施する第2期の安全研修は、安全啓発館（仮称）

を活用する。

○職場毎の安全会議・訓練の実施

・以下の目的を達成するために主管部毎、職場毎の取り組みを実施す

る。

ⅰ）お客様の命を奪うとはどういうことかを社員に心底から理解さ

せるとともに、安全を確保するためにルールを守ることの重要性

を認識させる。

ⅱ）安全推進委員会専門部会を毎月開催することによって、本社と

全現場長が毎月、安全のテーマについて直接議論を行い、現場の

実態を踏まえた安全施策を実現する。

・２．（１）②「安全意識の徹底及び安全性の向上に関する職員教育体

制の再構築」の取り組みに加え、社員が絶対に起こしてはいけない

事故について、映像等を活用しながら、リアルに実感できる教材と

し、定例的な学習の中に組み込んでいく。

○他社の取り組みを参考に当社の現状を踏まえ足りない取り組みの抽

出

・社員の安全啓発や社員への安全情報提供のあり方など、他社事例の

調査を継続する。

・調査した結果から、当社の現状を踏まえ効果的な取り組みを抽出し、

実施方法・実施時期を検討する。

②安全確保のためのＰＤＣＡサイクルの確立

○安全目標の設定

・『事故によるお客様の死傷ゼロ』を実現することを各分野に共通した

安全目標とする。

○安全目標の設定における必要な対策の計画の策定

・各分野における個別具体的な実施計画は、「措置を講ずるための計画」

（「２．第一歩の改善」、「３．更なる安全確保へ」）であり、これを

完遂することで安全目標の実現を目指す。

○定期的な実施状況の検証

・２．（４）②「本社の現場に対する指導体制の確立」の取り組みに加

え、現場における課題、気がかりを把握するとともに本社の方針を

直接伝え意見交換を行う。

・「措置を講ずるための計画」については、四半期毎に課長等が目標の

達成度合いの確認を行い、さらに、その内容を安全統括管理者と主
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管部長が確認を行う。

○必要な対策の計画の見直し

・「措置を講ずるための計画」の実施状況を課長等及び安全統括管理者

と主管部長が確認を行った結果、実施できていない内容については、

その理由を究明し、取り組みの強化もしくは対策を見直す。

○PDCAサイクルの重要性の徹底

・「措置を講ずるための計画」の実施及びトレースを継続することによ

り、社内にPDCAサイクルを定着させ、計画部門から現場まで重要性

を社内に徹底させる。

・「自主監査」として安全のために確認すべき項目を定め、現場管理者

は自箇所でこれに基づいた点検と改善を繰り返し実践することで、P

DCAサイクルの重要性を浸透させていく。

【工務部】

・現場長による自主監査により自箇所で問題が生じていないか確認し、

必要な対策を講じることでPDCAサイクルの重要性を浸透させていく。

・特に保線系統では、管理室から保線所へ、保線所から本社へのボト

ムアップ体制と、それぞれの機関で業務打合会実施による処置・改

善と議事録の報告により、諸課題を解決していくハニカム型ＰＤＣ

Ａサイクルを構築することで現場と本社が一体となったＰＤＣＡサ

イクルの重要性を浸透させていく。

【車両部】

・重大事故・事象等の防止に向けた検討・トレース体制を見直し、「車

両部安全推進会議」を設置した。そこで、車両部としての方針を決

定し、その方針を本社直轄・支社別の「車両故障防止検討会分科会」

で現場と議論・検討を行うとともに進捗状況等のトレースを行う。

さらに、その結果を「車両部安全推進会議」でトレースし、「車両故

障防止検討会」で整理・推進するしくみを構築することで、本社・

検修職場が一体となって車両故障防止のＰＤＣＡを回す取り組みを

継続実施する。

・重大事故・事象および繰り返し故障等の防止、車両故障の原因究明

および車両の品質維持に向けた取り組みとして、今までの取り組み

を強化した「事前照会制度」を開始し、本社・検修職場が構造変更

や試験実施内容など取り組みの共通認識を持ち、トレースができ、

ＰＤＣＡを回すことができるしくみを構築し継続実施する。

・車両の品質管理向上を目的に総括的な取り組みとして、検修職場の

管理者が階層ステップ表に基づき自箇所の状況（ランク）を自主点

検し、その結果により次に目指すランクを決定して取り組むことで、

ランクアップを支援するしくみである「品質管理NAVI」を開始した。

その取り組み状況は、課長等をリーダーとして現場に赴く現場フォ

ローの機会などによりトレースを継続し、車両の品質管理体制の確

立に向けてＰＤＣＡを回す取り組みを継続実施する。

【運輸部】

・重大事故・事象等の防止に向けた検討・トレース体制を見直し、「運

輸部安全推進会議」を設置し運輸部としての方針を決定、その方針

を「安全推進委員会専門部会」で現場長と議論・検討、その結果に

より実行計画の詳細を策定し実施する。その際必要により「指導・

構内」「サービス・車掌」会議を開催し現場担当者を交えて議論・検

討する。実施後の進捗状況・結果等のトレースは「運輸部安全推進

会議」で行い、本社・現場が一体となったＰＤＣＡサイクルによる

重大事故・事象防止の取り組みを行うことで同サイクルの重要性を

浸透させていく。

【電気部】

・安全に関する事故、事象の防止に向けた検討、トレース体制につい

ては、「電気部安全推進会議」を設置し電気部門としての方針を決定、



3-25

その方針を「安全推進委員会電気専門部会」で現場長等と議論、検

討した上で、実行計画を策定し取り組む。取り組みの進捗状況のト

レースは「電気部安全推進会議」で行い、課題、問題が生じた場合

は必要な措置を講ずる、ことで現場と本社が一体となったＰＤＣＡ

サイクルによる安全確保を図り、以て同サイクルの重要性を浸透さ

せていく。

・また、安全の確保の前提となる電気設備の保全管理に関しては、「電

気関係設備保全マニュアル（通達）」に基づき実施している検査管理

業務の自主点検、本社による業務実施状況確認を確実に実施し、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより適切な設備保守管理を図っていく。

【駅業務部】

・駅における運転取扱のマネジメント全般および運転取扱オペレーシ

ョンの自主点検表を作成し、現場長による自主点検を実施する。本

社は課長等がリーダーとなる巡回において、自主点検に基づき実態

把握を行い、問題が生じていないか確認し、必要な対策を講じるこ

とで現場と本社が一体となったＰＤＣＡサイクルによる安全確保を

図り、同サイクルの重要性を浸透させていく。

【安全推進部】

・「措置を講ずるための計画」の実施状況を安全推進部課長(安全)が各

主管部の課長等とトレースを行い、実施できていない内容について

は、その理由を究明し、取り組みの強化もしくは対策の見直しを行

う。このトレースの結果については、安全統括管理者と主管部長が

確認を行う。このような取り組みを通して、経営幹部と本社主管部

が一体となったＰＤＣＡサイクルによる安全確保を図り、同サイク

ルの重要性を浸透させていく。

・安全推進部は「現場長の自主監査」の実施状況を現地へ赴いて確認

するとともに、主管部からの報告を含めその実施状況を安全推進委

員会へ報告することにより、経営幹部と本社主管部が一体となった

ＰＤＣＡサイクルによる安全確保を図り、同サイクルの重要性を浸

透させていく。

③会社全体を通じた安全性向上のための取組み

○「安全性向上のための行動計画」、「安全基本計画」等の見直し

・「安全性向上のための行動計画」、「安全基本計画」の見直しにあたり、

課題を整理する。

・「安全性向上のための行動計画」、「安全基本計画」の「反省と教訓と

すべき課題」等は、真摯な反省を記載しており、社員へ浸透を図っ

てきたことから継続する。

・10年間の取り組み計画として策定した「安全基本計画」の（別紙）

は、内容を精査した上で、『誰が』、『いつまでに』、『どうするか』が

明確になっている「措置を講ずるための計画」（「２．第一歩の改善」、

「３．更なる安全確保へ」）及び安全投資と修繕に関する５年間の計

画に置き換える。

○「JR北海道 安全の再生2018（仮称）」の作成

・「安全性向上のための行動計画」と「安全基本計画」に記載されてい

る内容で、安全の本質に係わるものを「JR北海道 安全の再生2018

（仮称）」として、社員がわかりやすいようシンプルにまとめ、以下

の方針により作成する。

ⅰ）「安全」が「安定輸送」よりも優先することを明確に示す。

ⅱ）「一連の事故・事象を通して当社として認識すべきもの」、「現場

第一線の行動基準とすべきもの」を明確にする。

ⅲ）「JR北海道再生推進会議」において、委員からいただいたご意見

を反映する。

・本社が提起した「JR北海道 安全の再生2018（仮称）」の案について、

職場毎に議論を行い、社員の意見を集約する。併せて、この期間に

実施される膝詰め対話の場においても議論する。



3-26

○支社･現場を支援するための新たな組織の設置及び本社からの支援体

制の整備

・支社（釧路、旭川、函館）に属する現場に対する本社･支社の役割分

担を明確化し、支社及び支社現場に対する技術指導は、本社が直接

行うこととする。

・技術に関する業務については、新たな組織もしくは機関を作ること

で、本社の体制を継続的に強化し、本社が支社及び支社現場を直接

指導することにより、技術力の維持向上を図る。

ⅰ）本社による現場支援を適切に行うため、工務部においては業務

支援室が中心となり、他の部門については、本社課長、GL等が現

場巡回等を行い、現場における課題、気がかりを把握するととも

に、本社の方針を直接伝え意見交換を行う。

ⅱ）さらに、安全推進委員会を再編し、新設した専門部会に支社現

場長を参加させることにより、鉄道の事故防止及び労働災害防止

を図る。

・本社が支社及び支社に属する現場を効果的に技術指導できるように、

体制･規程等に不備がないかトレースを行い、必要があれば見直す。

④安全を確保する企業風土を構築するための全職員の参画

○計画の見直しを通じたコンプライアンスや安全意識の醸成

・３．③の「「JR北海道 安全の再生2018（仮称）」の作成」の取り組

みに社員を参加させ、コンプライアンスや安全意識の醸成を図る機

会とする。

○「事故と事象の報告及び分類規程」の定着による安全を確保する企

業風土の構築

・２．（２）②「安全推進委員会において調査・審議すべき事項の整理」

の取り組みと同じ。


